
 

松山市総合評価競争入札実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は，市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）の請負契約において，地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２の規定に基づき，価格のほか

に，価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え，品質や施工方法等を総合的に評価し，

価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする総合評

価競争入札（以下「総合評価競争入札」という。）の実施に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （対象建設工事）  

第２条 この要領は，次の各号のいずれかに該当する建設工事に係る請負契約を締結しよ

うとする場合に適用する。  

（１）入札者の提示する性能，機能，技術等（以下「性能等」という。）によって工事

価格に，工事に関連して生ずる補償費等の支出額及び収入の減額相当額並びに維持

更新費その他のライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が

生ずると認められる工事  

（２）入札者の提示する性能等によって，工事価格の差異に比べて，工事目的物の初期

性能の持続性，強度，耐久性，安定性等の性能又は機能に相当程度の差異が生ずる

と認められる工事  

（３）環境の維持，交通の確保，特別な安全対策，省資源対策又はリサイクル対策を必

要とする工事であって，入札者の提示する性能等によって，工事価格の差異に比べ

て対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められるもの  

（４）前３号に掲げるもののほか，入札者の技術力，実績等を総合的に評価することに

より，価格のみによる競争の場合に比して，著しく市に有利になると認められるも

の 

２ 前項の規定により総合評価競争入札を執行する場合は，松山市総合評価委員会の審査

を経るものとする。  

 （入札の公告等）  

第３条 市長は，総合評価競争入札で発注する場合は，松山市契約規則（平成２０年規則

第１１号）第４条及び松山市建設工事請負等契約関係事務の適正化に関する事務取扱要

綱（平成１８年要綱７４号）第４条に掲げる事項に，次の事項を加えて公告する。  

（１）総合評価競争入札による入札である旨  

（２）総合評価競争入札に係る落札者決定基準  

（３）その他総合評価競争入札に必要な事項  

 （落札者決定基準）  

第４条 市長は，落札者決定基準として，評価方法，評価基準，落札者決定の方法及びそ

の他基準を定めるものとする。 

 （評価方法） 

第５条 前条の評価方法は，入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計（以

下「評価点」という。）と当該入札者の入札価格を基に，次の各号のいずれかの方法を

採用して数値（以下「評価値」という。）を求めるものとする。  

（１）加算方式  

    評価値＝技術評価点＋価格評価点  



 

（２）除算方式  

    評価値＝技術評価点（標準点＋加算点）／入札価格  

２ 標準点は，提出された資料が，要件を満たすものであれば１００点を付与する。  

３ 加算点は，各評価項目の得点を合計したものとし，１０点から５０点までの範囲内に

おいて定めたものとする。  

（評価基準）  

第６条 第４条の評価基準は，性能等に係る評価項目，得点配分及びその他評価に必要な

事項について定めるものとする。  

２ 評価項目は，可能な限り定量的に評価できる指標を設定する。  

３ 得点配分は，各評価項目の重要性を考慮し，評価項目ごとに配点を設定する。  

 （技術評価点の決定）  

第７条  総合評価競争入札に係る技術評価点の審査は，技術審査会において行うものとす  

る。 

２ 前項の技術審査会は，契約課，技術管理課及び工事担当課の職員をもって充てるもの

とする。 

３ 総合評価競争入札に係る技術評価点の審査は，性能等の確保並びに施工の確実性等を

評価するものとする。  

 （落札者の決定）  

第８条 市長は，入札者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。  

２ 評価値の最も高い者が２者以上あるときは，当該者にくじを引かせて落札者を決定す

るものとする。  

 （入札結果の公表） 

第９条 総合評価競争入札により，落札者を決定した場合は，次に掲げる事項について速

やかに公表するものとする。 

（１）入札日時 

（２）件名 

（３）履行場所 

（４）予定価格 

（５）調査基準価格 

（６）入札者 

（７）合計加算点 

（８）入札価格 

（９）評価値 

（入札の方法）  

第１０条 総合評価競争入札は，松山市郵便入札運用基準（平成１８年４月１日制定）

に定める郵便入札をもって行うものとする。ただし，市長が必要と認めた場合は，こ

の限りでない。 

 （入札の申し込み）  

第１１条 総合評価競争入札に参加しようとする者は，総合評価競争入札参加資格申請書

（第１号様式）に，次の各号に掲げる書類のうち，案件ごとに入札公告等に定めた書類

を添付し，所定の期日までに入札参加の申し込みをしなければならない。 

（１）工程表（第２号様式） 

（２）技術的所見（第３号様式） 

（３）事業所等施工実績（第４号様式） 



 

（４）配置予定技術者等の資格及び施工実績等（第５号様式） 

（５）技術提案書（第６号様式） 

（６）技術提案の取扱いに関する事項（第７号様式） 

 （７）災害時における地域貢献活動の実績調書（第８号様式）  

 （８）総合評価競争入札参加資格確認資料（第９号様式）  

（９）資本関係及び人的関係に係る状況届（第１０号様式） 

（１０）社会保険等の適用除外に係る誓約書（第１１号様式） 

（１１）企業の施工能力に係る状況届（第１２号様式） 

（１２）その他市長が必要と認める書類 

（責任の所在等） 

第１２条 契約者は，市長の認めた技術提案に係る部分の適正な履行について責任を負う

ものとする。 

２ 市長は，契約者が提案内容を履行することができなかった場合で，その再度の施工が

困難又は合理的でないと判断されるときは，工事成績評定点の減点を行うものとする。 

 （技術提案の保護） 

第１３条 技術提案については，以後の建設工事において，その内容が一般的に使用され

ている状態となった場合は，無償で使用できるものとする。ただし，工業所有権等の排

他的権利を有する提案については，この限りでない。 

 （提案書類の作成費用） 

第１４条 入札参加者が提案書の作成に要した一切の費用は，入札参加者の負担とする。 

（その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか，総合評価競争入札の実施に関し必要な事項は，

市長が別に定める。 

付 則 

 この要領は，平成１８年９月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は，平成１９年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は，平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は，平成２１年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は，平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は，平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は，平成２４年１月２７日から施行する。 

付 則 

 この要領は，平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２７年４月１日から施行する。  



 

付 則 

この要領は，平成２７年５月１日から施行する。  

付 則 

この要領は，平成２８年４月１日から施行する。  

付 則 

この要領は，平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成３１年４月１日から施行する。  

付 則 

この要領は，令和２年４月１日から施行する。  

付 則 

この要領は，令和２年１１月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，令和３年４月１日から施行する。  

付 則 

この要領は，令和５年１月１日から施行する。  

付 則 

この要領は，令和７年２月１日から施行する。  

付 則 

この要領は，令和７年４月１日から施行する。  

 

 



 

第１号様式（第１１条関係） 

   年    月    日 

 

総合評価競争入札参加資格申請書 
 

(提出先)松山市長       

 

                               (申請者) 

                               所  在  地 

                               商号又は名称 

                               代表者職氏名                            印 

 

      年  月  日開札予定の             工事の入札に参加する

資格について次の資料を添えて申請します。 

  なお，当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者で

ないこと並びに添付書類の内容については，事実と相違ないことを誓約いたします。 

 

１. 提出様式名 

     第   号様式       第   号様式   

     第   号様式       第   号様式   

     第   号様式       第   号様式   

２. 問い合わせ先 

     担当者 

     部 署 

     連絡先 

３. 本店所在地 

     名 称 

     住 所 

     連絡先 

４. 松山市内又は愛媛県内にある支店又は営業所の所在地 

     名 称 

     住 所 

     連絡先 

 

注）本店とは，松山市競争入札参加者資格申請書に記載した本店 

注）「３. 本店所在地」と「４. 松山市内又は愛媛県内にある支店又は営業所の所在地」

が同じ場合は，「３. 本店所在地」だけを記入してください。 



 

第２号様式（第１１条関係） 

工   程   表 
件 名 ：                    

項 目 
単 

位 
数量 

  月   月   月   月   月   月 
備  考 

   10   20    10   20    10   20    10   20    10   20    10   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

※ 工期 

 

 

※ 「総合評価落札方式（簡易型）における共通事項」及び「総合評価落札方式(簡易型)における施工計画作成上の留意事項」を確認の上作成すること。 

  工程管理に係る技術的所見に記入しきれない場合は，第３号様式を利用すること。 



 

第３号様式（第１１条関係） 

 

技  術  的  所  見 

(施工計画に係わる技術的所見) 

 

件名                 

 

 

○施工計画項目が複数ある場合は，第３号様式を適宜複写し使用すること。 

 

■ 施工計画項目 

 

 

 

 

 

 

具 体 的 な 施 工 計 画 

配慮事項 

設定理由 
 

配慮事項に 

対する対策 
 

※「総合評価落札方式（簡易型）における共通事項」及び「総合評価落札方式(簡易型)における施工計画作

成上の留意事項」を確認の上作成すること。提出資料は各項目Ａ４版片面とする。 

                                           ○○／○○ 



 

第４号様式（第１１条関係） 

事業所等施工実績 

(同 種 又 は 類 似 工 事 の 施 工 実 績) 

商号又は名称                

件 名                   

 

 

 

 

施 

 

工 

 

実 

 

績 

件   名  

発注機関名 
 

履 行 場 所 
 

請負代金額 （最終金額） 

工   期 年  月   から   年  月 

受注形態等 「単体」又は「共同企業体」（出資比率 ％） 

工事概要等 

 

【記載上の注意】 

１．受注形態等については，「単体」，「共同企業体」のいずれかを選択し，共同企業体の場合は，出資比率を

記入すること。 

２．施工実績を証明する書類は，入札公告及び入札説明書並びに松山市建設工事等入札参加者心得などをよく

確認し添付すること。 

 



 

第５号様式（第１１条関係） 

配置予定技術者等の資格及び施工実績等 

 

                                        商号又は名称                             

                                        件名                   

配置予定技術者の資格 

配置予定技術者氏名  

従事予定の役職 

（該当する□に印をすること） 
□監理技術者  □主任技術者  □監理技術者補佐 

専任配置の特例 

（該当する□に印をすること） 

□有              □無  

（□法第２６条第３項第１号該当（専任特例１号）） 

（□法第２６条第３項第２号該当（専任特例２号）） 

（□建設業法施行令第２７条第２項該当（特例措置）） 

法令等による資格・免許  

営業所技術者等との兼任 

（該当する□に印をすること） 
□有（□法第２６条の５該当）  □無   

雇 用 状 況  □公告日以前より継続雇用している 

現在従事中の工事 

（該当する□に印をすること） 

□有              □無  

（有の場合は、下記に従事工事件名と従事役職名を記入すること） 

従事工事件名  

従 事 役 職 名 

（該当する□に印をすること） 
□現場代理人  □主任技術者  □監理技術者 

配置予定技術者の施工実績 

件 名  

発注機関名  請負代金額  

履 行 場 所  従事役職名  

工   期             年  月        ～       年  月 

工事概要等  

【記載上の注意】 

１．本工事における配置予定技術者が建設業法第２６条第３項第１号に規定する監理技術者等に該当する場合は，専任配置

の特例の項の「□有」及び「□法第２６条第３項第１号該当（専任特例１号）」の両方に印をすること。 

２．本工事における配置予定技術者が建設業法第２６条第３項第２号に規定する監理技術者に該当する場合は，専任配置の

特例の項の「□有」及び「□法第２６条第３項第２号該当（専任特例２号）」の両方に印をすること。この場合，同号の

規定により配置を予定する監理技術者補佐についても第５号様式（専任配置の特例の項の印は不要）を作成すること。 

３．本工事における配置予定技術者が建設業法施行令第２７条第２項に規定する主任技術者に該当する場合は，専任配置の

特例の項の「□有」及び「□建設業法施行令第２７条第２項該当（特例措置）」の両方に印をすること。 

４．法令による免許等については，当該資格を証する書類（写し）を添付すること。また，監理技術者にあっては，監理技

術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 

５．本工事における配置予定技術者が建設業法第２６条の５に規定する営業所技術者等に該当する場合は，営業所技術者等

との兼任の項の「□有」及び「□法第２６条の５該当」の両方に印をすること。 

 



 

６．監理技術者資格者証の写し等の継続雇用が確認できる書類を添付すること。ただし，請負予定金額４，５００万円（建

築一式工事の場合は９，０００万円）以上の場合及び監理技術者補佐については，公告日以前に３箇月以上の雇用関係が

あること。 

７．配置予定技術者を２名申請する場合は，申請する配置予定技術者ごとに第５号様式を作成し，証明書類を添付すること。

また，その場合落札者は，落札決定日の翌日（当該日が閉庁日にあたる場合は，翌開庁日）１７時までに一般競争入札実

施要領に定める配置技術者通知書（第６号様式）を契約課に提出すること。ただし，議会の議決に付すべき契約に係る案

件及び工期に余裕期間を設定する工事については別に定める期限までに提出すること。 

８．工場製作を含む工事で，工場製作期間と現場据付期間に別々の技術者を配置予定とする場合は，申請する配置予定技術

者ごとに第５号様式を作成し，証明書類を添付すること。 

９．入札参加申請時に提出した配置予定技術者の変更は，原則として認めない。 

10．施工実績を証明する書類及び配置予定技術者に関する書類は，入札公告及び入札説明書並びに松山市建設工事等入札参

加者心得などをよく確認し添付すること。 

11．施工実績については，他の会社などで従事していた経験を含む。                                    



 

第６号様式（第１１条関係） 

 

技 術 提 案 書  

 

                       

 

対    象 の提案 

 

項    目 具 体 的 な 方 法 

  

（注） 

提案する内容について全体及び具体的方法等を記載するものとし，その方法の確実性と安全性等がわかる

記述とすること。なお，技術提案の記述の形式は問わない。原則として本様式２ページ以内に記述すること

とし，参考資料を添付してもよい。 

 



 

第７号様式（第１１条関係） 

 

技術提案の取扱いに関する事項 

 

                      

 

評 価 項 目  

提案技術事項  

 

(1) 工業所有権等の排他的権利を含む技術提案である場合，その取り扱いに関する事項 

 

 

 

 

 

 

(2) 技術提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等） 

 

 

 

 

 

 

 

(3) その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８号様式（第１１条関係） 

 

災害時における地域貢献活動の実績調書 

協

定

の

内

容

等 

商号又は名称  

協定等の締結の有無 有  ・  無 

協定の相手方  

協定等の締結の年月日 年  月  日 

協定等の内容  

協

定

に

基

づ

く

活

動

等 

活動実績の有無 有  ・  無 

活動の概要  

活動場所  

活動日 年  月  日～   年  月  日 

活動人数 延べ   人（実   人） 

使用機械等  

団体等の会員（構成員）であることを証明します。 

 

年   月   日 

（証 明 者） 

                               印 

 

 

注：１）この実績調書は，地震や風水害など大規模災害が発生した場合の，松山市（松山市公

営企業局を含む。）と団体・民間企業との災害時のための協定締結の有無を求めるもの

で，協定書の無いものは除きます。 

 

注：２）この実績調書の証明者欄は，協定を締結している団体になります。 

また，企業において災害時のための協定を締結している場合は，当該実績調書に協定

書の写しを添付し証明者欄の証明は不要です。 

 

注：３）公告日時点で締結されており、開札日時点で有効なものに限ります。 

 

 

 

 

 

 



 

第９号様式（第１１条関係） 

 

 

 

総合評価競争入札参加資格確認資料 

 

                商号又は名称：              

 

 
 

民事再生手続開始又は会社更生手続開

始の申立ての有無 

 

該当する□に印を付する 

こと。(以下同じ) 

□民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てが

なされている。 

 

□上記に該当するが、再生計画認可又は更生計画認可

の決定を受けている。 

 

□いずれの申立てもなされていない。 

本案件の入札に参加しようとする者 

との間の資本関係又は人的関係の 

有無 

□あり  ※「あり」の場合は、「資本関係及び人的関係に係る

状況届」 

（第１０号様式）を併せて提出すること 

□なし 

 

社会保険等の 

 

届出義務の履行状況 

 

（「届出義務なし」の場合は、第１１号

様式を併せて提出すること） 

 

健康保険 

□加入又は適用除外 

 

□届出義務なし 

 

□未加入 

厚生年金保険 

□加入又は適用除外 

 

□届出義務なし 

 

□未加入 

雇用保険 

□加入又は適用除外 

 

□届出義務なし 

 

□未加入 

暴力団員等との関係状況 

□松山市暴力団排除条例に定める暴力団員等（以下「暴

力団員等」という。）である。 

□暴力団員等でなくなった日から５年を経過しない者

である。 

□暴力団員等又は暴力団員等でなくなった日から５年

を経過しない者が事業活動を支配する者である。 

□上記のいずれにも該当しない。 

 



 

第１０号様式（第１１条関係） 

資本関係及び人的関係に係る状況届 

年  月  日  

 

 

  商号又は名称：                 

 

 申請日現在、当社と他の松山市建設工事等入札参加資格者との資本関係及び人的関係は、次のと

おり相違ありません。 

 

１ 資本関係に係る事項   

(1) 会社法第２条第４号の親会社 

 

(2) 会社法第２条第３号の子会社 

 

(3) 会社法第２条第４号の親会社を同一とする子会社の関係を有する会社 

 

２ 人的関係に係る事項   
 

（注）「２ 人的関係に係る事項」については、役員及び民事再生法第 64 条第２項又は会社更

生法第 67 条第１項の規定により選任された管財人について記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

他社と兼任している役員等 兼任先及び兼任先での役職 

役職 氏名 商号又は名称 許可番号 役職 

     

     



 

第１１号様式（第１１条関係） 

年  月  日  

社会保険等の適用除外に係る誓約書 

 

 

 

                                            所  在  地： 

商号又は名称：            

代表者職氏名：         印  

 

 当社は、下記の届出の義務を有する者には該当しません。 

・健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

・厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

・雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

この誓約の内容に虚偽があり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る 

こととなっても、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、誓約します。 

 

（健康保険・厚生年金保険） 

 □従業員５人未満の個人事業所であるため。 

 □従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。 

 □その他の理由 

 

 

 

 （その他の理由を選択した場合） 

      年  月  日、関係機関（○○年金事務所○○課）に問合せを行い判断しまし

た。 

 

 

（雇用保険） 

 □役員のみの法人であるため 

 □その他の理由 

 

 

 

 （その他の理由を選択した場合） 

      年  月  日、関係機関（ハローワーク○○ ○○課）に問合せを行い判断し

ました。 

 

（注） 本様式（第１１号様式）については、社会保険等の届出の義務を有しない者であって、

直近の経営事項審査結果通知書の写し等、適用除外であることが確認できる資料を提出す

ることができない場合に提出すること。 

 

 



 

第１２号様式（第１１条関係） 

年  月  日  

 

企業の施工能力に係る状況届 

 

 

 

商号又は名称：            

 

 

 

ＩＳＯまたはエコアクション２１の認証取得状況 

ＩＳＯ９０００シリーズ、 

ＩＳＯ１４０００シリーズ 

または 

エコアクション２１の 

認証取得の有無 

認証の種類 取得の有無 

ＩＳＯ９０００シリーズ 有 ・ 無 

ＩＳＯ１４０００シリーズ 有 ・ 無 

エコアクション２１ 有 ・ 無 

※契約締結の権限を有する事務所において認証取得し、開札日において有効であること。 

※契約締結の権限を有する事務所が登録に含まれていることがわかる登録書等を添付すること。 

※ＩＳＯ９０００及びＩＳＯ１４０００シリーズは、建設業に関し認証取得していることが 

確認できる登録書の写し等を添付すること。 

※エコアクション２１は、認証・登録証の写しを添付すること。 

※認証取得していることが確認できる書類の添付がない場合は、評価しません。 

 

 

若手技術者の雇用状況 

若手技術者の 

雇用状況 

雇用の有無 有 ・ 無 

氏名  

生年月日  

開札日時点の年齢  

資格等の種類  

※公告日時点で雇用されており、開札日時点で満３５歳未満であること。 

※建設業法第７条第２号または同法第１５条第２号に該当する者、もしくは同法第７条第２号

イに該当する所定学科を卒業したものであること。（同一工種に限りません。） 

※資格又は卒業を証明できる書類（資格者証、卒業証明書の写し等）のほか、年齢及び雇用が

確認できる書類（監理技術者資格者証の写し等）を添付してください。 

※複数人雇用していても、評価（加点）は同じです。 

 

 


